
別添地方４Ｂ
地方公共団体が扱う申請・届出等以外の手続で平成15年度までにオンライン化条件整備が困難な手続
１　自治事務

法令 手続

種別 年号 年 番号 条 項 号 附則 類型

1 補佐人の意見陳述 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 3 4 6 26 6 3 7 2 聴聞の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

2 聴聞の通知 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 3 4 6 26 8 1 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

3 退場命令 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 3 4 6 26 13 2 7 2 聴聞の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

4 弁明の通知 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 3 4 6 26 20 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

5 口答による弁明の許可 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 3 4 6 26 21 1 7 3 弁明の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
6 弁明者に対する説明 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 3 4 6 26 21 2 7 2 弁明の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

7 留置主任官に対する留置に際しての注意事項等の連
絡

被疑者留置規則 3 3 32 4 7 1 6 3 留置主任官がｱｸｾｽしなければ、対面監視等監視体制を強化しないことにより、被留置者が自
殺してしまうおそれがあるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

8 捜査主任官に対する処遇上の留意事項等の連絡 被疑者留置規則 3 3 32 4 7 2 6 3 捜査主任官がｱｸｾｽしなければ、健康状態を考慮しない取調べを続ける等により、被留置者の
適正な処遇を行えなくなるおそれがあるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

9 家族等に対する通知 被疑者留置規則 3 3 32 4 11 7 3 家族等がｱｸｾｽしなかった場合、留置場所がわからないため、被留置者との面会等が不可能
となり、適正な処遇が行えなくなるおそれがあるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

10 留置主任官に対する参考事項の報告 被疑者留置規則 3 3 32 4 18 6 3 留置主任官がｱｸｾｽしなければ、監視体制の強化等の措置をとり得ない結果、重大な事故を
招くおそれがあるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

11 留置主任官に対する被留置者の申出の報告 被疑者留置規則 3 3 32 4 19 6 3 留置主任官がｱｸｾｽしなければ、弁護士事務所への連絡等ができず、被留置者の防御権を不
当に侵害するおそれがあるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

12 署長に対する異常発見時の報告 被疑者留置規則 3 3 32 4 21 1 6 3 留置主任官、署長がｱｸｾｽしなければ、当該被留置者が留置に耐えられない状態であるにも
かかわらず、不当な留置を継続するおそれがあるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

13 警察本部長に対する重要な事故の報告 被疑者留置規則 3 3 32 4 21 2 6 3 警察本部長がｱｸｾｽしなければ、緊急配備等の措置がとれず、逃走被留置者の身柄確保の
遅延につながるおそれがあるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

14 家族等に対する被留置者の死亡の通知 被疑者留置規則 3 3 32 4 22 7 3 家族等がｱｸｾｽしなければ、遺体の引き取りができなくなるおそれがあるためｵﾝﾗｲﾝ化できな
い｡

15 警察本部長に対する避難及び解放時の事後の報告 被疑者留置規則 3 3 32 4 23 1 6 3 警察本部長がｱｸｾｽしなかった結果、警察署長を適切に指揮することができなくなるおそれが
あるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

16 捜査主任官に対する被留置者への接見等の際の捜
査上の支障の有無の意見聴取

被疑者留置規則 3 3 32 4 31 1 6 3 捜査主任官がｱｸｾｽしなければ、捜査上の支障の有無について判明しないため、捜査上支障
のある者との接見等が認められてしまうおそれがあるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

17 捜査主任官に対する留置期限等に係る連絡 被疑者留置規則 3 3 32 4 33 6 3 捜査主任官がｱｸｾｽしなければ、違法な留置をし、適正な留置管理業務に重大な支障を及ぼ
すおそれがあるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

18
代用監獄として留置場を使用した場合の留置期限等
に係る検察官への連絡

被疑者留置規則 3 3 32 4 35

33

1 6 3 検察官側がｱｸｾｽしなければ、勾留期限を超過して違法勾留することになって、適正な留置管
理業務に重大な支障を及ぼすおそれがあるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

19
代用監獄として留置場を使用した場合の異常発見時
の報告に係る検察官への通知

被疑者留置規則 3 3 32 4 35

21

2

1

6 3 検察官側がｱｸｾｽしなければ、勾留執行停止等の措置がなされず、当該被留置者が勾留に耐
えられない状態であるにもかかわらず、不当な勾留を継続するおそれがあるためｵﾝﾗｲﾝ化で
きない｡

20
代用監獄として留置場を使用した場合の避難及び解
放時の措置に係る検察官への通知

被疑者留置規則 3 3 32 4 35

23

2

1

6 3 検察官側がｱｸｾｽしなければ、移監指揮が行われず、違法な勾留を継続することになるおそ
れがあるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

21 都道府県公安委員会の委員の任命 警察法 1 3 29 39 1 3 4 任命行為は儀礼的な色彩を有することから、ｵﾝﾗｲﾝ化に当たっては、慎重な検討を要する｡

22 都道府県公安委員会の委員の罷免 警察法 1 3 29 41 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

23 都道府県公安委員会の委員の罷免 警察法 1 3 29 162 41 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

24 都道府県公安委員会の委員の罷免 警察法 1 3 29 162 41 4 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

25 都道府県公安委員会の委員の罷免 警察法 1 3 29 162 41 5 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

26 職員の任命 警察法 1 3 29 162 55 3 3 4 任命行為は儀礼的な色彩を有することから、ｵﾝﾗｲﾝ化に当たっては、慎重な検討を要する｡

27 職員の罷免 警察法 1 3 29 162 55 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

28 警察職員の服務の宣誓 警察職員の服務の宣誓に関する規則 3 3 29 7 1 7 1 任命者に対して宣誓を行うものであり、職員に職責を自覚させる意味もあることから、自著の
宣誓書を提出する必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

29 けん銃等の保管の依頼 警察官等けん銃使用及び取扱い規範 3 3 37 7 19 1 6 1 けん銃等現物を手渡す必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

30 試射弾丸及び試射薬きょうの科学捜査研究所への送
付・登録

警察官等けん銃使用及び取扱い規範 3 3 37 7 24 1 6 1 記録表とともに、試射弾丸及び試射薬きょうを送付しなければならないことから、ｵﾝﾗｲﾝ化でき
ない｡

31 けん銃等の亡失の場合の措置 警察官等けん銃使用及び取扱い規範 3 3 37 7 25 1 6 1 記録表とともに、試射弾丸及び試射薬きょうを送付しなければならないことから、ｵﾝﾗｲﾝ化でき
ない｡

32 けん銃の精密手入れの要求 警察官等けん銃使用及び取扱い規範 3 3 37 7 28 2 6 1 精密手入れの要求は、けん銃現物を手渡すとともにすべきものだから｡

33

都道府県公安委員会の都道府県警察に対する監察
の指示及び警視総監又は警察本部長の都道府県公
安委員会に対する監察の指示に基づく監察の結果の
報告

警察法 1 3 29 162 43の2
56
1
3

6 2 公安委員会の会議の席上で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

根拠条項 オンライン
化できない
理由

手続名 根拠法令名
法令番号
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34 都道府県警察の職員の法令違反等の事実調査結果
の報告

警察法 1 3 29 162 56 3 6 2 公安委員会の会議の席上で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

35 苦情申出書作成の援助 苦情の申出の手続に関する規則 3 4 13 11 3 1 4 2 申出者が苦情申出書を作成することが困難であるか否かを判断するには、相手方と対面しな
ければならないことから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

36 苦情申出書作成の援助 苦情の申出の手続に関する規則 3 4 13 11 3 2 4 2 申出者が苦情申出書を作成することが困難であるか否かを判断するには、相手方と対面しな
ければならないことから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

37 苦情申出書作成の援助 苦情の申出の手続に関する規則 3 4 13 11 3 3 4 2 申出者が苦情申出書を作成することが困難であるか否かを判断するには、相手方と対面しな
ければならないことから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

38 賞詞の授与 警察表彰規則 3 3 29 14 2 5 6 1 現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
39 賞状の授与 警察表彰規則 3 3 29 14 2 6 6 1 現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
40 賞誉の授与 警察表彰規則 3 3 29 14 2 7 6 1 現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
41 感謝状の授与 警察表彰規則 3 3 29 14 2 9 7 1 現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
42 賞詞、賞状及び賞誉の授与 警察表彰規則 3 3 29 14 6 2 6 1 現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
43 感謝状の授与 警察表彰規則 3 3 29 14 6 4 7 1 現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
44 死亡又は退職時の表彰 警察表彰規則 3 3 29 14 7 6 1 現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

45 警告 ストーカー行為等の規制等に関する法律 1 4 12 81 4 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

46 禁止命令等 ストーカー行為等の規制等に関する法律 1 4 12 81 5 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

47 聴聞 ストーカー行為等の規制等に関する法律 1 4 12 81 5 2 7 2 対面して行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

48 仮の命令 ストーカー行為等の規制等に関する法律 1 4 12 81 6 1 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

49 意見の聴取 ストーカー行為等の規制等に関する法律 1 4 12 81 6 5 7 2 聴聞の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

50 補佐人の意見の陳述 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基
づく意見の聴取の実施に関する規則

3 4 12 19 5 3 7 2 聴聞の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

51 参考人等からの事情聴取 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基
づく意見の聴取の実施に関する規則

3 4 12 19 6 1 7 2 聴聞の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

52 意見の聴取の通知 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基
づく意見の聴取の実施に関する規則

3 4 12 19 7 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

53 秩序を乱した者に対する退場命令 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基
づく意見の聴取の実施に関する規則

3 4 12 19 12 2 7 2 聴聞の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

54 保護命令に関する通知 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
法律

1 4 13 31 15 3 7 3 裁判所の手続であり、都道府県警察の事務ではないため｡

55 保護命令停止等の通知 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
法律

1 4 13 31 16 5 7 3 裁判所の手続であり、都道府県警察の事務ではないため｡

56 保護命令取消しの通知 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
法律

1 4 13 31 17 2 7 3 裁判所の手続であり、都道府県警察の事務ではないため｡

57 盗品等の差止め 質屋営業法 1 3 25 158 23 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

58 立入り及び調査 質屋営業法 1 3 25 158 24 1 7 2 立入りを行った現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

59 違反した場合における許可の取消又は停止 質屋営業法 1 3 25 158 25 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

60 他の営業所の取消又は停止 質屋営業法 1 3 25 158 25 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

61 聴聞 質屋営業法 1 3 25 158 26 1 7 2 聴聞は対面で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

62 聴聞の通知 質屋営業法 1 3 25 158 26 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

63 許可の取消し 古物営業法 1 3 24 108 6 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

64 盗品等の差止め 古物営業法 1 3 24 108 21 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

65 立入り及び調査 古物営業法 1 3 24 108 22 1 7 3 立入りを行った現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

66 指示処分 古物営業法 1 3 24 108 23 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

67 違反した場合における営業の停止等 古物営業法 1 3 24 108 24 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

68 聴聞 古物営業法 1 3 24 108 25 1 7 2 聴聞は対面で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

69 聴聞の通知 古物営業法 1 3 24 108 25 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

70 承認の取消しの通知 行商従業者等の様式の承認に関する規程 4 4 7 7 7 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

71 認定の取消し 警備業法 1 3 47 117 4の5 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

72 指導教育責任者資格者証の返納命令 警備業法 1 3 47 117 11の3 6 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

73 機械警備業務管理者資格者証の返納命令 警備業法 1 3 47 117 11の6 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

74 立入検査 警備業法 1 3 47 117 13 1 7 2 立入の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
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75 指示 警備業法 1 3 47 117 14 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

76 営業の停止 警備業法 1 3 47 117 15 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

77 営業の廃止 警備業法 1 3 47 117 15 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

78 聴聞 警備業法 1 3 47 117 16 1 7 2 聴聞は対面で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

79 聴聞の通知 警備業法 1 3 47 117 16 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

80 検定合格の取消し 警備員等の検定に関する規則 3 3 61 5 11 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

81 都道府県公安委員会による援助措置 不正ｱｸｾｽ行為の禁止等に関する法律 3 4 11 128 6 1 7 2 援助においては対面性が求められるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

82
職務質問 警察官職務執行法 1 3 27 245 2 1 7 2 異常な挙動等を行う者を発見した現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

83
同行要求 警察官職務執行法 1 3 27 245 2 2 7 2 異常な挙動等を行う者を発見した現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

84 保護延長許可状の請求及び発付 警察官職務執行法 1 3 27 245 3 4 7 3 裁判官が主体となって行う手続であるため、警察が主体となってｵﾝﾗｲﾝ化に取り組むことは適
当ではない｡

85
犯罪予防等のために必要な警告 警察官職務執行法 1 3 27 245 5 1 7 2 犯罪がまさに行われようとする現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

86 立入要求 警察官職務執行法 1 3 27 245 6 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

87 立入に際しての理由の告知 警察官職務執行法 1 3 27 245 6 4 7 2 立入を行った現場で行う手続であり、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
88 拾得物預り書の交付 遺失物法施行令 2 3 33 172 1 2 7 1 拾得物預り書現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
89 権利放棄の署名の徴収 遺失物取扱規則 3 4 1 4 6 1 7 1 拾得物控書の現物に署名を求める必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

90 解嘱における理由の通知 少年指導委員規則 3 3 60 2 9 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

91 風俗営業の許可の取消 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 8 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

92 特例風俗営業者の認定の取消 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 10の2 6 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

93 管理者講習の通知 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 24 7 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

94 風俗営業に係る指示処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 25 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

95 風俗営業に係る停止処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 26 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

96 店舗型性風俗特殊営業に係る指示処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 29 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

97 店舗型性風俗特殊営業に係る営業停止処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 30 1・3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

98 店舗型性風俗特殊営業に係る営業廃止処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 30 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

99 無店舗型性風俗特殊営業に係る指示処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の4 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

100 無店舗型性風俗特殊営業に係る営業禁止処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の5 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

101 無店舗型性風俗特殊営業に係る指示処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の6 2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

102 無店舗型性風俗特殊営業に係る営業禁止命令 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の6 2 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

103 映像送信型性風俗特殊営業に係る指示処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の9 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

104 映像送信型性風俗特殊営業者に係る措置命令 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の10 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

105 映像送信型性風俗特殊営業に係る指示処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の11 2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

106 映像送信型性風俗特殊営業に係る措置命令 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の11 2 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

107 店舗型電話異性紹介営業に係る指示処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の14 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

108 店舗型電話異性紹介営業に係る営業停止処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の15 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

109 店舗型電話異性紹介営業に係る営業廃止処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の15 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
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110 無店舗型電話異性紹介営業に係る指示処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の19 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

111 無店舗型電話異性紹介営業に係る営業禁止処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の20 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

112 無店舗型電話異性紹介営業に係る営業禁止処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の21 2 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

113 無店舗型電話異性紹介営業に係る指示処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 31の21 2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

114 飲食店営業に係る指示処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 34 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

115 飲食店営業に係る営業停止処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 34 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

116 特定性風俗物品販売等営業に係る営業停止処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 35の2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

117 接客業務受託営業に係る指示処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 35の4 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

118 接客業務受託営業に係る営業停止処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 35の4 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

119 接客業務受託営業に係る営業停止処分等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 35の4 4 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

120 接客業務受託営業に係る指示処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 35の4 4 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

121 興行場営業に係る営業停止処分 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 35 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

122 少年指導委員の解職 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 38 5 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

123 都道府県風俗環境浄化協会への措置命令 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 39 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

124 都道府県風俗環境浄化協会の指定の取消 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 39 4 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

125 聴聞 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 41 1 7 2 聴聞は対面で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

126 聴聞の通知 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律

1 3 23 122 41 2 1 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

127 認定取消時の通知 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 3 3 60 4 5 2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

128 検定取消時の通知 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 3 3 60 4 11 3 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

129 運搬の方法の指示 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律

1 3 32 166 59の2 6 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

130 指示の内容の記載 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律　※

1 3 32 166 59の2 7 7 1 証明書現物に記載する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

131 立入検査 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律

1 3 32 166 68 1 1 7 2 立入の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

132 運搬の方法の指示 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律

1 3 32 167 18の2 6 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

133 措置命令 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律

1 3 32 167 18の2 8 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

134 立入検査 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律

1 3 32 167 43の2 1 7 2 立入の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

135 運搬の方法の指示 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法
律

1 4 7 65 17 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

136 指示の内容の記載 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法
律　※

1 4 7 65 17 3 3 1 証明書現物に記載する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

137 立入検査 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法
律

1 4 7 65 33 2 7 2 立入の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

138 許可を受けた銃砲刀剣類の打刻命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 4の3 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

139 許可が失効した場合における銃砲又は刀剣類の提出
の命令

銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 8 7 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

140 許可が失効した場合におけるけん銃部品の提出の命
令

銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 8の2 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

141 指定射撃場の指定の解除 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の2 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

142 射撃指導員の指定の解除 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の3 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

143 教習射撃指導員の解任の命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の4 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
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144 教習用備付け銃に係る打刻命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の6 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

145 教習用備付け銃に係る改善命令等 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の7 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

146 教習射撃場の指定の解除 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の8 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

147 教習修了証明書の交付の禁止 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の8 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

148 教習射撃場の指定の解除 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の8 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

149 教習用備付け銃の提出の命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の8 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

150 練習射撃指導員の解任の命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の9 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

151 練習用備付け銃に係る打刻命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の11 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

152 練習用備付け銃に係る改善命令等 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の11 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

153 練習射撃場の指定の解除 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の12 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

154 練習用備付け銃の提出の命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 9の12 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

155 猟銃の保管場所への立入検査、質問 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 10の6 2 3 2 立入の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

156 猟銃の保管場所への立ち入りの通告 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 10の6 3 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

157 保管銃砲に係る改善命令等 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 10の6 6 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

158 委託を受けて保管する猟銃又は空気銃に係る改善命
令等

銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 10の8 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

159 猟銃等保管業務の廃止又は停止の命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 10の8 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

160 許可を受けて銃砲刀剣類を所持する者に対する指示 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 10の9 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

161 許可の取消し前の銃砲又は刀剣類の提出の命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 11 6 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

162 許可の取消しに係る銃砲又は刀剣類の提出の命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 11 7 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

163 許可の取消し前のけん銃部品の提出の命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 11の2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

164 許可の取消しに係るけん銃部品の提出の命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 11の2 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

165 猟銃又は空気銃に係る検査、許可証の提示要求、質
問

銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 13 1 7 2 立入の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

166 銃砲刀剣類等であると疑われる物の提示又は隠され
ていると疑われる物の開示の要求

銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 24の2 1 4 2 対面して行う手続であるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

167 銃砲刀剣類等の提出の命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 24の2 2 3 2 対面して行う手続であるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

168 本邦に上陸しようとする者の所持に係る銃砲又は刀
剣類の提出の命令

銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 25 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

169 災害時における銃砲又は刀剣類の提出の命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 26 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

170 銃砲又は刀剣類の提出の命令 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 27 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

171 指定射撃場等に対する立入検査、質問 銃砲刀剣類所持等取締法　※ 1 3 33 6 27の2 2 7 2 立入の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

172 仮領置書の交付 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 3 3 33 16 11の5
の2
1 3 1 提出された銃砲刀剣類等現物と引き換えに仮領置書を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化で

きない｡

173 売却した代金及び代金明細書の交付 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 3 3 33 16 11の5
の5
1 3 1 仮領置書及び受領書と引き換えに代金及び代金明細書を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ

化できない｡

174 銃砲刀剣類等の一時保管書の交付 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 1 3 33 6 18 1 3 1 提出された銃砲刀剣類等現物と引き換えに銃砲刀剣類等一時保管書を交付する手続である
ため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

175 火薬類の運搬に関する指示 火薬類取締法　※ 1 3 25 149 19 2 3 2 手続を対面で行う必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
176 火薬類製造業者等に対する立入検査、質問 火薬類取締法　※ 1 3 25 149 43 2 7 2 立入の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

177 災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため都
道府県公安委員会が行う緊急措置

火薬類取締法　※ 1 3 25 149 45 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

178 火薬類による災害を防止するための応急措置命令 火薬類取締法　※ 1 3 25 149 45の2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

179 武器又は猟銃等の保管場所に対する立入検査、質問 武器等製造法　※ 1 3 28 145 25 2 7 3 立入の現場で行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
180 サリン等発見時の警察官等への通報 サリン等による人身被害の防止に関する法律 1 4 7 78 4 3 7 3 通報の緊急性が求められるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
181 試射弾丸類等の送付 銃器弾丸類取扱規則 3 3 30 3 2 6 1 弾薬等現物を送付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
182 銃器等の送付 銃器弾丸類取扱規則 3 3 30 3 3 6 1 銃器等現物を送付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
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183 弾丸類等の送付 銃器弾丸類取扱規則 3 3 30 3 4 6 1 弾薬類等現物を送付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
184 偽造通貨等の送付 偽造通貨取扱規則 3 3 30 4 3 6 1 偽造通貨等現物を送付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
185 鑑識結果等の通知 偽造通貨取扱規則 3 3 30 4 4 2 6 1 偽造通貨等現物を送付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

186 官没手続 明治三十八年内務省令第二号 3 1 38 2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

187 官没手続 明治四十二年内務省令第十三号 3 1 42 13 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

188 指定暴力団の指定 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

189 指定暴力団連合の指定 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 4 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

190 指定に係る意見聴取 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 5 1 3 2 意見聴取は、対面によることを必要とするため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
191 指定に係る意見聴取の非公開手続 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 5 1 3 2 意見聴取は、対面によることを必要とするため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

192 指定に係る意見聴取の通知 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 5 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

193 指定に係る意見聴取における意見陳述、証拠の提出 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 5 3 3 1,2 意見聴取は対面により、また証拠現物を提出する必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

194 指定確認結果の通知 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 7 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

195 指定暴力団の指定取消し 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 8 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

196 指定暴力団連合の指定取消し 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 8 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

197 暴力的要求行為等に対する中止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 11 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

198 暴力的要求行為等に対する再発防止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 11 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

199 暴力的要求行為の要求等に対する再発防止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 12 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

200 暴力的要求行為の現場助成行為に対する中止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 12 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

201 業務等に関し行われる暴力的要求行為に係る再発防
止命令

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 12の2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

202 準暴力的要求行為の要求等に対する再発防止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 12の4 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

203 準暴力的要求行為の要求等の相手方に対する指示 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 12の4 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

204 準暴力的要求行為に対する中止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 12の6 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

205 準暴力的要求行為に対する再発防止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 12の6 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

206 暴力的要求行為等の相手方に対する援助措置 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 13 3 2 援助措置に当たっては、対面による審査を必要とすることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
207 事業者に対する援助措置 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 14 1 3 2 援助措置に当たっては、対面による審査を必要とすることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

208 対立抗争時の事務所使用制限命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 15 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

209 対立抗争時の事務所使用制限命令の延長 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 15 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

210 集団相互間の対立に係る対立抗争時の事務所使用
制限命令

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 15 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

211 集団相互間の対立に係る対立抗争時の事務所使用
制限命令の延長

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 15 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

212 加入強要等に対する中止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 18 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

213 加入強要等に対する再発防止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 18 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

214 少年脱退措置命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 18 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

215 加入強要の命令等に対する再発防止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 19 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

216 指詰めの強要等に対する中止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 22 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

217 指詰めの強要等に対する再発防止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 22 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

218 指詰めの強要の命令等に対する再発防止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 23 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

219 入れ墨の強要等に対する中止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 26 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

220 入れ墨の強要等に対する再発防止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 26 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

別添地方４Ｂ



別添地方４Ｂ
地方公共団体が扱う申請・届出等以外の手続で平成15年度までにオンライン化条件整備が困難な手続

221 入れ墨の強要の要求等に対する再発防止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 27 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

222 離脱希望者に対する援護措置 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 28 1 3 2 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

223 事務所等における禁止行為に対する中止命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 30 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

224 都道府県暴力追放運動推進センターの指定取消し 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 31 6 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

225 指定暴力団等に対する報告、資料提出要求 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 33 1 4 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

226 公安委員会に対する報告、資料提出 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 33 1 6 1 資料の現物を提出する必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
227 命令に係る意見聴取 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 34 1 7 2 意見聴取は、対面によることを必要とすることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
228 命令に係る意見聴取の非公開手続 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 34 1 7 2 意見聴取は、対面によることを必要とすることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

229 命令に係る意見聴取の通知 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 34 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

230 命令に係る意見聴取における意見陳述、証拠の提出 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 34 3 7 3 意見聴取は対面により、また証拠現物を提出する必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

231 命令に係る指定暴力団員による出頭、意見陳述の許
可

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 34 4 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分若しくは指導
の回避が可能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

232 命令に係る意見聴取における意見陳述、証拠の提出 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 34 3 7 3 意見聴取は対面により、また証拠現物を提出する必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

233 仮の命令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 35 1 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

234 仮の命令に係る意見聴取 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 35 3 7 2 意見聴取は、対面によることを必要とすることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
235 仮の命令をした公安委員会への通知 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 35 4 6 1 移送通知書とともに、証拠として現物を提出する必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
236 仮の命令に係る意見聴取の非公開手続 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 35 5 7 2 意見聴取は、対面によることを必要とすることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

237 仮の命令に係る意見聴取の通知 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 35 5 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

238 仮の命令に係る意見聴取における意見陳述、証拠の
提出

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1 4 3 77 35 5 7 2 意見聴取は、対面によることを必要とすることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

239 提出資料目録の交付 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施
行規則

3 4 3 4 35 2 7 2 提出された資料現物と引換に、提出資料目録の写しを交付する必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ
化できない｡

240 命令等についての協力 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施
行規則

3 4 3 4 41 2 6 1 書類とともに、証拠となる現物を送付しなければならないことから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

241 忌避の申出に対する意見陳述 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 8 2 7 2 意見聴取は、対面によることを必要とすることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

242 補佐人出席の許可 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 10 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

243 補佐人付き添いの勧告 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 11 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、指導の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

244 出頭及び意見の陳述の許可 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 11の2 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

245 参考人の出席の通知 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 12 3 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

246 意見聴取の期日及び場所の変更通知 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 16 3 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

247 陳述書の提出要求 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 17 1 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

248 理由の告知 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 19 1 7 2 意見聴取は、対面により行う必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

249 理由の告知に対する意見陳述 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 19 2 7 2 意見聴取は、対面により行う必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

250 釈明 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 21 7 2 意見聴取は、対面により行う必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

251 意見聴取における発言の許可 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 22 2 7 2 意見聴取は、対面により行う必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

252 意見聴取における発言の制限 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 22 3 7 2 意見聴取は、対面により行う必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

253 意見聴取の秩序維持のための措置 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 22 4 7 2 意見聴取は、対面により行う必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

254 意見聴取の続行通知 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 23 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

255 証拠書類等の提出 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 27 7 1 証拠として現物を提出する必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

256 物件の提出要求 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 28 7 2 意見聴取は、対面により行う必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

257 関係指定暴力団員の意見の陳述の要求 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 28の2 7 2 意見聴取は、対面により行う必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

258 参考人の証言の要求 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 29 7 2 意見聴取は、対面により行う必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
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259 鑑定の要求 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 30 7 2 意見聴取は、対面により行う必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

260 証拠調の申出の却下 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 33 7 2 意見聴取は、対面により行う必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

261 意見聴取期日外における関係指定暴力団員の意見
の陳述､参考人の証言の要求

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 34 1 7 2 意見聴取は、対面により行う必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

262 証拠調の通知 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 34 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

263 提出物目録の交付 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 35 2 7 2 提出された資料と引換に、提出物目録の写しを交付する必要があることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できな
い｡

264 当事者がその地位を失った場合の措置 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 39 1 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

265 意見聴取の期日及び場所の変更通知 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 39 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

266 意見聴取再開の通知 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

3 4 3 5 40 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

267 不当要求情報管理機関（その業務が全国の区域に及
ぶものを除く｡）の登録の取消し通知

不当要求情報管理機関登録規程（国家公安委員会告
示）

4 4 3 5 12 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

268 通行方法の命令 道路交通法 1 3 35 105 6 2 3 3 現場において行う命令であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
269 混雑を緩和するための指示 道路交通法 1 3 35 105 6 3 3 3 現場において行う命令であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
270 行列等の通行制限の命令 道路交通法 1 3 35 105 11 3 3 3 現場において行う命令であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
271 通行方法の指示 道路交通法 1 3 35 105 15 3 3 現場において行う命令であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

272 最高速度違反行為に係る指示 道路交通法 1 3 35 105 22の2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

273 違法停車に対する移動命令 道路交通法 1 3 35 105 50の2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

274 違法駐車に対する移動命令等 道路交通法 1 3 35 105 51 1 3 3 現場において行う命令であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

275 車両を保管した旨の告知 道路交通法 1 3 35 105 51 10 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

276 車両の返還に必要な措置 道路交通法 1 3 35 105 51 10 3 3 現物の返還とともに行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

277 違法駐車車両に係る移動等負担金の納付命令 道路交通法 1 3 35 105 51 15 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

278 違法駐車車両に係る移動等負担金の督促 道路交通法 1 3 35 105 51 16 4 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、指導の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

279 車両を保管した旨の告知 道路交通法 1 3 35 105 51 21
（10）

7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

280 積載物の返還に必要な措置 道路交通法 1 3 35 105 51 21
（10）

3 3 現物の返還とともに行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

281 積載物に係る負担金の納付命令 道路交通法 1 3 35 105 51 21
（15）

3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

282 積載物に係る負担金の督促 道路交通法 1 3 35 105 51 21
（16）

3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

283 改善命令 道路交通法 1 3 35 105 51の3 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

284 指定車両移動保管機関の指定の取消し 道路交通法 1 3 35 105 51の3 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

285 違法駐車車両に係る移動等負担金の督促 道路交通法 1 3 35 105 51の3 7 4 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、指導の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

286 車両を保管した旨の告知 道路交通法 1 3 35 105 51の3
（51）
10
（10）

7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

287 車両の返還に必要な措置 道路交通法 1 3 35 105 51の3
（51）
10
（10）

7 1 現物の返還とともに行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

288 放置車両に係る指示 道路交通法 1 3 35 105 51の4 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

289 制限外積載の条件の付与 道路交通法 1 3 35 105 58 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

290 過積載車両に係る措置命令 道路交通法 1 3 35 105 58の3 1 3 1 車両現物を実際に見て過積載であることの確認が必要であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

291 違反車両に対する通行指示 道路交通法 1 3 35 105 58の3 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

292 過積載車両に係る指示 道路交通法 1 3 35 105 58の4 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

293 過積載車両の運転の要求等の禁止の措置命令 道路交通法 1 3 35 105 58の5 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

294 牽引の許可 道路交通法 1 3 35 105 59 2 3 1 車両現物の提示がないと審査が開始できない手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
295 危険防止の措置命令 道路交通法 1 3 35 105 61 3 1 車両現物の提示がないと審査が開始できない手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

296 応急の措置等の命令 道路交通法 1 3 35 105 63 2 3 1 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

297 故障車両の運転を継続してはならない旨の命令 道路交通法 1 3 35 105 63 2 3 1 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
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298 故障車両の運転許可証の交付 道路交通法 1 3 35 105 63 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

299 整備を要する事項を記載した文書の交付 道路交通法 1 3 35 105 63 4 3 1 車両現物を実際に見ての確認が必要であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
300 自転車の通行方法の指示 道路交通法 1 3 35 105 63の8 3 1 車両現物を実際に見ての確認が必要であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

301 過労運転に係る指示 道路交通法 1 3 35 105 66の2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

302 車両を運転してはならない旨の指示等 道路交通法 1 3 35 105 67 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

303 交通事故の場合の報告 道路交通法 1 3 35 105 72 1 7 1 交通事故の現場において行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

304 警察官が現場に到着するまで現場を立ち去ってはな
らない旨の命令

道路交通法 1 3 35 105 72 2 3 2 現場において行う命令であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

305 負傷者の救護等の指示 道路交通法 1 3 35 105 72 3 3 2 現場において行う命令であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

306 損壊物の変換に必要な措置 道路交通法 1 3 35 105 72の2 3 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

307 損壊物を保管した旨の告知 道路交通法 1 3 35 105 72の2
（51）

3
（10）

7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

308 損壊物等に係る移動等負担金の納付命令 道路交通法 1 3 35 105 72の2
（51）

3
（15）

3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

309 損壊物等に係る移動等負担金の督促 道路交通法 1 3 35 105 72の2
（51）

3
（16）

4 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、指導の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

310 安全運転管理者等の解任命令 道路交通法 1 3 35 105 74の2 5 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

311 講習の通知 道路交通法 1 3 35 105 74の2 8 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

312 自動車の使用制限命令 道路交通法 1 3 35 105 75 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

313 聴聞 道路交通法 1 3 35 105 75 4 3 2 聴聞は対面が必要であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

314 聴聞の通知 道路交通法 1 3 35 105 75 5 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

315 意見等の聴取 道路交通法 1 3 35 105 75 8 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

316 文書及び標章の交付 道路交通法 1 3 35 105 75 9 7 1 標章現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

317 最高速度違反行為に係る自動車の使用制限命令 道路交通法 1 3 35 105 75の2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

318 聴聞 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
(4)

3 2 聴聞は対面が必要であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

319 聴聞の通知 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
（5）

7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

320 意見等の聴取 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
（8）

7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

321 文書及び標章の交付 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
（9）

7 1 標章現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

322 放置行為に係る自動車の使用制限命令 道路交通法 1 3 35 105 75の2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

323 聴聞 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
(4)

3 2 聴聞は対面が必要であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

324 聴聞の通知 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
（5）

7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

325 意見等の聴取 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
（8）

7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

326 文書及び標章の交付 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
（9）

7 1 標章現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

327 過積載に係る自動車の使用制限命令 道路交通法 1 3 35 105 75の2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

328 聴聞 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
(4)

3 2 聴聞は対面が必要であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

329 聴聞の通知 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
（5）

7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

330 意見等の聴取 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
（8）

7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

331 文書及び標章の交付 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
（9）

7 1 標章現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

332 過労運転に係る自動車の使用制限命令 道路交通法 1 3 35 105 75の2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

333 聴聞 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
(4)

3 2 聴聞は対面が必要であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

334 聴聞の通知 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
（5）

7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
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335 意見等の聴取 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
（8）

7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

336 文書及び標章の交付 道路交通法 1 3 35 105 75の2
（75）

2
（9）

7 1 標章現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

337 通行方法の命令 道路交通法 1 3 35 105 75の3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

338 違法停車に対する移動命令等 道路交通法 1 3 35 105 75の8 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

339 違法駐車に対する移動命令等 道路交通法 1 3 35 105 75の8 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

340 違法駐車車両を移動すべき旨の告知 道路交通法 1 3 35 105 75の8 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

341 車両を保管した旨の告知 道路交通法 1 3 35 105 75の8 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

342 車両の返還に必要な措置 道路交通法 1 3 35 105 75の8 2 7 1 車両現物の返還とともに行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

343 違法駐車車両に係る移動等負担金の納付命令 道路交通法 1 3 35 105 75の8 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

344 違法駐車車両に係る移動負担金の督促 道路交通法 1 3 35 105 75の8 2 4 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、指導の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

345 積載物を保管した旨の告知 道路交通法 1 3 35 105 75の8 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

346 積載物の返還に必要な措置 道路交通法 1 3 35 105 75の8 2 7 1 車両現物の返還とともに行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
347 積載物に係る負担金の納付命令 道路交通法 1 3 35 105 75の8 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化した場合には、到達するか否かは受領する側の裁量によることとなるため｡

348 積載物に係る負担金の督促 道路交通法 1 3 35 105 75の8 2 4 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、指導の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

349 標章を貼り付けた場合の使用者に対する指示 道路交通法 1 3 35 105 75の8 3 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

350 車両を移動した場合の使用者に対する指示 道路交通法 1 3 35 105 75の8 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

351 車両を移動した場合の使用者に対する指示 道路交通法 1 3 35 105 75の8 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

352 道路使用許可の条件の変更・付加 道路交通法 1 3 35 105 77 4 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

353 道路使用許可の取消し 道路交通法 1 3 35 105 77 5 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

354 道路使用許可の効果の停止 道路交通法 1 3 35 105 77 5 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

355 弁明をなすべき日時等の通知 道路交通法 1 3 35 105 77 6 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

356 弁明 道路交通法 1 3 35 105 77 6 7 2 弁明には対面が必要であるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

357 違法工作物等に係る措置命令 道路交通法 1 3 35 105 81 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

358 違法工作物の返還に必要な措置 道路交通法 1 3 35 105 81 3 7 1 現物の返還とともに行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

359 違法工作物等に係る除去等負担金の納付命令 道路交通法 1 3 35 105 81 8 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

360 違法工作物等に係る除去等負担金の督促 道路交通法 1 3 35 105 81 9 4 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

361 転落積載物等に係る措置命令 道路交通法 1 3 35 105 81の2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

362 転落積載物の返還に必要な措置 道路交通法 1 3 35 105 81の3 3 7 1 現物の返還とともに行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

363 転落積載物等に係る除去等負担金の納付命令 道路交通法 1 3 35 105 81の2 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

364 転落積載物等に係る除去等負担金の督促 道路交通法 1 3 35 105 81の2 3 4 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

365 沿道工作物等に係る措置命令 道路交通法 1 3 35 105 81の2 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

366 沿道工作物の返還に必要な措置 道路交通法 1 3 35 105 81の3 3 7 1 現物の返還とともに行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

367 沿道工作物等に係る除去等負担金の納付命令 道路交通法 1 3 35 105 81の2 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

368 沿道工作物等に係る除去等負担金の督促 道路交通法 1 3 35 105 81の2 3 4 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

369 工作物等に係る除去等負担金の納付命令 道路交通法 1 3 35 105 82 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

370 工作物等に係る除去等負担金の督促 道路交通法 1 3 35 105 82 3 4 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、指導の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

371 工作物の返還に必要な措置 道路交通法 1 3 35 105 83 3 7 1 現物の返還とともに行う手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

372 免許の拒否又は保留 道路交通法 1 3 35 105 90 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
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373 弁明をなすべき日時等の通知 道路交通法 1 3 35 105 90 3 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

374 弁明 道路交通法 1 3 35 105 90 3 7 2 弁明は対面で行う必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

375 事後の取消し又は停止 道路交通法 1 3 35 105 90 4 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

376 事後の取消し又は停止の場合の弁明をなすべき日時
等を通知

道路交通法 1 3 35 105 90 5 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

377 弁明 道路交通法 1 3 35 105 90 5 7 2 弁明は対面で行う必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

378 適性検査受検等の命令 道路交通法 1 3 35 105 90 6 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

379 欠格期間の指定 道路交通法 1 3 35 105 90 7 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

380 仮免許の拒否 道路交通法 1 3 35 105 90 10 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

381 弁明をなすべき日時等の通知 道路交通法 1 3 35 105 90 11 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

382 弁明 道路交通法 1 3 35 105 90 11 7 2 弁明は対面で行う必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

383 身体の状態等に応じた免許の条件の付与 道路交通法 1 3 35 105 91 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

384 免許の条件の付与又は条件の変更の場合の記載 道路交通法 1 3 35 105 93 2 7 1 免許証現物に条件の付与等の記載をする手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
385 運転免許試験の停止 道路交通法 1 3 35 105 97の3 1 3 3 試験の現場で行われるものであるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

386 運転免許試験の合格の決定の取消し 道路交通法 1 3 35 105 97の3 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

387 合格の決定を取り消した旨の通知 道路交通法 1 3 35 105 97の3 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

388 運転免許試験を受けることができない期間の決定 道路交通法 1 3 35 105 97の3 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

389 教習の適正な水準を確保するために必要な指導又は
助言

道路交通法 1 3 35 105 98 3 4 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

390 指定自動車教習所の職員に対する講習を行う旨の通
知

道路交通法 1 3 35 105 99の4 4 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

391 必要な措置をとる旨の命令 道路交通法 1 3 35 105 99の7 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

392 指定自動車教習所の業務に関し監督上必要な命令 道路交通法 1 3 35 105 99の7 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

393 指定の取消し又は発行禁止の処分 道路交通法 1 3 35 105 100 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

394 指定の取消し又は発行禁止の処分 道路交通法 1 3 35 105 100 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

395 再試験の通知 道路交通法 1 3 35 105 100の2 4 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

396 試験移送通知書の送付を受けた公安委員会による再
試験の通知

道路交通法 1 3 35 105 100の3 3 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

397 更新申請に係る必要な事項を記載した書面の送付 道路交通法 1 3 35 105 101 3 7 1 現物を送付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

398 適性検査を受けるべき旨の通知 道路交通法 1 3 35 105 101の2
の2
5 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

399 適性検査を行う期日等の通知 道路交通法 1 3 35 105 102 3 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

400 免許の取消し、停止 道路交通法 1 3 35 105 103 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

401 免許の取消し、停止 道路交通法 1 3 35 105 103 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

402 適性検査受診等の命令 道路交通法 1 3 35 105 103 5 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

403 欠格期間の指定 道路交通法 1 3 35 105 103 6 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

404 仮停止 道路交通法 1 3 35 105 103の2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

405 弁明 道路交通法 1 3 35 105 103の2 2 7 2 弁明は対面で行う必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
406 意見の聴取 道路交通法 1 3 35 105 104 1 7 2 本人を確認の上、対面で行う必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

407 処分をしようとする理由等の通知 道路交通法 1 3 35 105 104 1 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

408 事案に対する意見 道路交通法 1 3 35 105 104 2 7 2 本人を確認の上、対面で行う必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
409 参考人等からの意見聴取 道路交通法 1 3 35 105 104 3 7 2 本人を確認の上、対面で行う必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

410 免許の取消し又は効力の停止 道路交通法 1 3 35 105 104 4 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

411 聴聞 道路交通法 1 3 35 105 104の2 1 7 2 聴聞は対面が必要であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

412 聴聞の通知 道路交通法 1 3 35 105 104の2 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
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413 参考人等からの意見聴取 道路交通法 1 3 35 105 104の2 5 7 2 本人を確認の上、対面で行う必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

414 免許の取消し 道路交通法 1 3 35 105 104の2
の2
1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

415 免許の取消し 道路交通法 1 3 35 105 104の2
の2
2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

416 免許の取消し 道路交通法 1 3 35 105 104の2
の2
4 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

417 意見の聴取 道路交通法 1 3 35 105 104の2
の2
6 7 2 本人を確認の上、対面で行う必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

418 処分をしようとする理由等の通知 道路交通法 1 3 35 105 104の2
の2
6 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

419 免許の取消し又は効力の停止 道路交通法 1 3 35 105 104の2
の2
6 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

420 免許の取消し又は効力の停止 道路交通法 1 3 35 105 104の2
の3
1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

421 免許の取消し、停止 道路交通法 1 3 35 105 104の2
の3
3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

422 聴聞 道路交通法 1 3 35 105 104の2
の3
5 7 2 聴聞は対面が必要であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

423 聴聞の通知 道路交通法 1 3 35 105 104の2
の3
5 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

424 参考人等からの意見聴取 道路交通法 1 3 35 105 104の2
の3
5 7 2 本人を確認の上、対面で行う必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

425 免許の取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載
した書面の交付

道路交通法 1 3 35 105 104の3 1 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

426 出頭すべき旨の命令 道路交通法 1 3 35 105 104の3 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

427 保管証の交付 道路交通法 1 3 35 105 104の3 3 7 1 保管証現物を交付する手続きであるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

428 仮免許の取消し 道路交通法 1 3 35 105 106の2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

429 仮免許の取消し 道路交通法 1 3 35 105 106の2 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

430 適性検査を行う期日等の通知 道路交通法 1 3 35 105 107の4 1 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

431 身体の状態に応じた必要な措置の命令 道路交通法 1 3 35 105 107の4 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

432 自動車等の運転禁止 道路交通法 1 3 35 105 107の5 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

433 意見の聴取 道路交通法 1 3 35 105 107の5 3 7 2 本人を確認の上、対面で行う必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

434 処分をしようとする理由等の通知 道路交通法 1 3 35 105 107の5 3 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

435 事案に対する意見 道路交通法 1 3 35 105 107の5 3 7 2 本人を確認の上、対面で行う必要があるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
436 参考人等からの意見聴取 道路交通法 1 3 35 105 107の5 3 7 2 本人を確認の上、対面で行う必要があるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

437 免許の取消し又は効力の停止 道路交通法 1 3 35 105 107の5 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

438 聴聞 道路交通法 1 3 35 105 107の5 3 7 2 本人を確認の上、対面で行う必要があるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

439 聴聞の通知 道路交通法 1 3 35 105 107の5 3 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

440 参考人等からの意見聴取 道路交通法 1 3 35 105 107の5 3 7 2 本人を確認の上、対面で行う必要があるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

441 国際運転免許証等への処分に係る事項の記載 道路交通法 1 3 35 105 107の5 7 7 1 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

442 免許の取消し、停止 道路交通法 1 3 35 105 107の5 8 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

443 仮停止 道路交通法 1 3 35 105 107の5 9 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

444 弁明 道路交通法 1 3 35 105 107の5 9 7 2 弁明は対面で行う必要があるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

445 国際運転免許証の取消し又は効力の停止の内容及
び理由を記載した書面の交付

道路交通法 1 3 35 105 107の5 10 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

446 保管証の交付 道路交通法 1 3 35 105 107の5 10 7 1 保管証現物を交付する手続であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

447 出頭すべき旨の命令 道路交通法 1 3 35 105 107の5 10 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

448 初心運転者講習の通知 道路交通法 1 3 35 105 108の3 1 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

449 違反者講習の通知 道路交通法 1 3 35 105 108の3
の2
 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

450 運転適性指導員等の解任命令 道路交通法 1 3 35 105 108の5 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

451 基準に適合するため必要な措置を採るべき旨の命令 道路交通法 1 3 35 105 108の8 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
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452 特定講習の業務に関し監督上必要な命令 道路交通法 1 3 35 105 108の8 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

453 指定の取消し 道路交通法 1 3 35 105 108の
11
1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

454 指定の取消し 道路交通法 1 3 35 105 108の
11
2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

455 教習の適正な水準を確保するために必要な指導又は
助言

道路交通法 1 3 35 105 108の
32の2

4 4 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、指導の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

456 認定の取消し 道路交通法 1 3 35 105 108の
32の2

5 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

457 地域交通安全活動推進委員の解嘱 道路交通法 1 3 35 105 108の
29
1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

458 都道府県センターに対する措置命令 道路交通法 1 3 35 105 108の
31
3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

459 都道府県センターの指定の取消し 道路交通法 1 3 35 105 108の
31
4 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可

能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

460 使用者に対する違反内容の通知 道路交通法 1 3 35 105 108の
34

7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

461 保管証の交付 道路交通法 1 3 35 105 109 1 7 1 保管証現物を交付する手続であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
462 車両の通行経路についての質問 道路交通法 1 3 35 105 111 2 7 2 現場で行われるものであるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

463 反則行為等の告知 道路交通法 1 3 35 105 126 1 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

464 反則行為等の告知 道路交通法 1 3 35 105 126 4 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

465 認定の取消し 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 1 4 13 57 7 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

466 業務に関する必要な措置の指示 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 1 4 13 57 22 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

467 営業の停止命令 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 1 4 13 57 23 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

468 営業の廃止命令 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 1 4 13 57 24 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

469 業務に関する必要な措置の指示 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 1 4 13 57 25 2 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

470 営業の停止命令 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 1 4 13 57 25 2 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

471 営業の廃止命令 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 1 4 13 57 25 2 3 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

472 自動車の運行共用制限命令 自動車の保管場所の確保等に関する法律 1 3 37 145 9 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

473 文書の交付 自動車の保管場所の確保等に関する法律 1 3 37 145 9 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

474 聴聞 自動車の保管場所の確保等に関する法律 1 3 37 145 10 1 7 2 聴聞は対面が必要であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

475 聴聞の通知 自動車の保管場所の確保等に関する法律 1 3 37 145 10 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

476 証明書の交付 災害対策基本法施行令 2 3 37 288 33 2 7 1 証明書現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
477 標章の交付 災害対策基本法施行令 2 3 37 288 33 2 7 1 標章現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
478 証明書の交付 大規模地震対策特別措置法施行令 2 3 53 385 12 2 7 1 証明書現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
479 標章の交付 大規模地震対策特別措置法施行令 2 3 53 385 12 2 7 1 標章現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
480 身分証明書の交付 指定車両移動保管機関等に関する規則 3 3 61 7 4 2 7 1 身分証現物を交付する手続であるため、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

481 解嘱の理由の通知 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動
推進協議会に関する規則

3 4 2 7 10 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

482 再発防止命令書の交付 道路交通法施行規則 3 3 35 60 8の3 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

483 仮免許の取消しの際の通知 道路交通法施行規則 3 3 35 60 31の4 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

484 命令書の交付 道路交通法施行規則 3 3 35 60 37の2 2 7 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

485 指定の取消し 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する
規則

3 4 6 1 8 1 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

486 秩序を乱した者に対する退場命令 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機
会の付与に関する規則

3 4 6 27 10 2 3 3 ｵﾝﾗｲﾝ化すると、到達するか否かは受領者側の判断によることとなるため、処分の回避が可
能であることから、ｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

487 通報を受けた警察官の市町村長への通報 災害対策基本法※ 1 3 36 223 54 3 6 2 通報の緊急性が求められるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
488 警察官による住民等への立ち退き指示 災害対策基本法※ 1 3 36 223 61 1 3 2 緊急かつ確実な到達が求められるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
489 警察官による住民等への立ち退き先の指示 災害対策基本法※ 1 3 36 223 61 1 3 2 緊急かつ確実な到達が求められるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
490 警察官による警戒区域の立ち入り禁止等の命令 災害対策基本法※ 1 3 36 223 63 2 3 2 緊急かつ確実な到達が求められるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

491 警察官による車両その他の物件の所有者（地方行政
機関等）への措置命令

災害対策基本法※ 1 3 36 223 76の3 1 6 2 緊急かつ確実な到達が求められるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
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492 警察官による車両その他の物件の所有者（行政機関
等以外）への措置命令

災害対策基本法※ 1 3 36 223 76の3 1 3 2 緊急かつ確実な到達が求められるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

493 警察官による住民等への立ち退き指示 大規模地震対策特別措置法※ 1 3 53 73 26 1 3 2 緊急かつ確実な到達が求められるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
494 警察官による住民等への立ち退き先の指示 大規模地震対策特別措置法※ 1 3 53 73 26 1 3 2 緊急かつ確実な到達が求められるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡
495 警察官による警戒区域の立ち入り禁止等の命令 大規模地震対策特別措置法※ 1 3 53 73 26 1 3 2 緊急かつ確実な到達が求められるためｵﾝﾗｲﾝ化できない｡

手続数合計 495

注１．「法令種別」欄には、１：法律、２：政令（勅令を含む。）、３：府省令、４：告示　を記入。
注２．「手続類型」欄には、１：不服申立て、２：準司法的手続、３：処分（申請に対する処分を除く。）、４：行政指導、５：公示・閲覧・縦覧等、６：行政機関等間の手続、７：その他　を記入。
注３．「オンライン化できない理由」欄には、１：申請時に電磁的記録に代えることが困難な現物の提示を要する場合、２：申請者への対面審査（出頭の義務付け）を要する場合、３：その他の場合（手続の性質によりオンライン化条件整備ができないものに限る。）、
　　　４：オンライン化条件整備はするが平成１５年度までに実施困難な場合　を記入。
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